
自動車リサイクル法に基づく情報管理業務 
制度所管部局：廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 

 

１．制度の概要 

使用済自動車の再資源化等に関する法律（以下、自動車リサイクル法という）

は2005年1月に施行。 

本法律では、主に、①自動車メーカー・輸入業者に、シュレッダーダスト、

エアバッグ類、フロン類の引取・リサイクルを義務づけ、②その処理費用をリ

サイクル料金として自動車の所有者が負担、③リサイクル料金は使用済自動車

となるまで資金管理法人（財団法人自動車リサイクル促進センター）が預かり、

適切な管理を実施、④関連事業者等における使用済自動車のリサイクルの実施

状況等を情報管理センター（財団法人自動車リサイクル促進センター）が的確

に把握・管理、⑤指定再資源化機関（財団法人自動車リサイクル促進センター）

がセーフティーネット機能として、小規模自動車メーカー等からのリサイクル

に係る委託業務、不法投棄等された自動車の処理費用や離島における運送費用

の補助業務等を実施することを規定している。 

なお、情報管理業務については、④に該当する。 

 

２．指定、登録等の基準 

【使用済自動車の再資源化等に関する法律】 

第１１４条 

主務大臣は、民法第３４条の規定により設立された法人その他営利を目的と

しない法人であって、次条に規定する業務（以下「情報管理業務」という。）を

適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国

を通じて一個に限り、情報管理センターとして指定することができる。     

 

３．指定、登録等を受けた法人 

法人等の名称 指定等の

時期 

法人の連絡先 指定、登録の理由等 

財団法人自動車リ

サイクル促進セン

ター 

平成15年６

月24日 

〒105-0012 東京都港区

芝大門１－１－３０日本

自動車会館１１階 

TEL03-5733-8300 

別添参照 

 

４．指定、登録等の基準に対するよくあるお問い合わせと回答 

特になし 



 

５．指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠 

料金等 積算根拠 

２３０円 （条文）使用済自動車の再資源化等に関する法律第７３条第４項 

（根拠）http://www.jarc.or.jp/info/fee/index02.html 

 

６．指定、登録等に係る事務・事業についての見直し結果（平成２０年３月３

１日現在） 

特になし 

 

７．政策評価 

  http://www.env.go.jp/guide/seisaku/ 














